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(57)【要約】
　バスケット部分を備えるバスケットデバイスと；当該
バスケットデバイスに設けられたシースであって、当該
バスケットデバイスに対して長手方向にスライドするよ
うに適合されたシースと；当該バスケットデバイス及び
当該シースに接続された制御部と、を含む物体収去ツー
ルを提供する。当該制御部は、当該バスケット部分に物
体を閉じ込めるために、当該バスケットデバイスに対し
て当該シースを長手方向に動かすように構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バスケット部分を備えるバスケットデバイスと；
　前記バスケットデバイスに設けられたシースであって、前記バスケットデバイスに対し
て長手方向にスライドするように適合されたシースと；
　前記バスケットデバイス及び前記シースに接続された制御部であって、前記バスケット
部分に物体を閉じ込めるために、前記バスケットデバイスに対して前記シースを長手方向
に動かすように構成された制御部と、
を備える物体収去ツールであって、
　前記制御部はカム部材を備え、前記カム部材は、前記シース及び前記カム部材が互いに
対して回転するとき、前記シースの一部に対してカム作用を及ぼすように適合されたカム
面を有することを特徴とする物体収去ツール。
【請求項２】
　前記制御部は、内視鏡のポートに着脱可能に接続されるように構成された保持部と、前
記保持部に可動式に接続されたブラケットと、を備え、前記バスケットデバイスの近位端
は、動かないように前記ブラケットに接続されていることを特徴とする、請求項１に記載
の物体収去ツール。
【請求項３】
　前記ブラケットは、前記保持部上での前記ブラケットの第１可動長さに沿っての長手方
向のスライド動作に限定され、且つ、前記第１可動長さの端部において、前記保持部上で
回転可能であることを特徴とする、請求項２に記載の物体収去ツール。
【請求項４】
　前記カム部材が前記ブラケットに接続され、前記ブラケットが前記カム部材に対して軸
回転するように構成されることを特徴とする、請求項２に記載の物体収去ツール。
【請求項５】
　遠位端にレンズが設けられたシャフトを有する内視鏡と；
　前記内視鏡のポートに接続された、請求項１に記載の物体収去ツールと、
を備える装置。
【請求項６】
　遠位端にレンズが設けられたシャフトを有する内視鏡と；
　前記内視鏡のポートに接続されたツールであって、制御部と前記制御部に接続された内
視鏡付属部分とを備えるツールと、
を備える装置であって、
　前記内視鏡付属部分は、前記シャフトのワーキングチャンネルを通って、前記ポートか
ら前記シャフトからの遠位端開口部まで延在し、前記制御部は、前記内視鏡付属部分を動
かして前記遠位端開口部から出すように構成され、
　前記内視鏡及び前記制御部は、使用者が片手で同時に使用するように構成され、
　前記ツールは、前記内視鏡付属部分に設けられたシースであって、前記内視鏡付属部分
に対して長手方向にスライドするように適合されたシースを備え、
　前記制御部はカム部材を備え、前記カム部材は、前記シース及びカム部材が互いに対し
て回転するとき、前記シースの一部に対してカム作用を及ぼすように適合されたカム面を
有することを特徴とする装置。
【請求項７】
　前記ツールは物体収去ツールであり、前記内視鏡付属部分は、物体を捕らえるのに適合
されたバスケット部分を備えるバスケットデバイスを備え、前記制御部は、前記物体を取
り囲んだ前記バスケット部分を閉じるように構成されることを特徴とする、請求項６に記
載の装置。
【請求項８】
　前記制御部は、内視鏡のポートに着脱可能に接続されるように構成された保持部と、前
記保持部に可動式に接続されたブラケットと、を備え、前記バスケット部材の近位端は、
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動かないように前記ブラケットに接続され、
　前記ブラケットは、前記保持部上での前記ブラケットの第１可動長さに沿っての長手方
向スライドに限定され、且つ、前記第１可動長さの端部において、前記保持部上で回転可
能であり、
　前記シースは、前記カム部材内部のカムスロットに配置される部分を備え、
　前記ブラケットは、前記カム部材前方の第１部分と、前記カム部材後方の第２部分と、
前記第１部分及び前記第２部分を互いに接続する接続部分と、前記接続部分に設けられた
回転可能部材と、を備え、
　前記回転可能部材は、前記カム部材に接触しており、前記接続部分及び前記カム部材に
接して回転するように構成されることを特徴とする、請求項７に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　例示的且つ非限定的な当該実施形態は、概してバスケットを有するデバイスに関し、よ
り具体的には、閉鎖可能なバスケットのための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　米国特許第６７６４４９９号明細書（特許文献１）には、バスケットを有する医療用デ
バイスが開示されている。米国特許第８２１１１１５号明細書（特許文献２）には、サイ
ズ可変の回収バスケットが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第６７６４４９９号明細書
【特許文献２】米国特許第８２１１１１５号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　以下の概要は、単に例示のためのものである。本概要は、特許請求の範囲を限定しよう
とするものではない。
【０００５】
　一態様によると、バスケット部分を備えるバスケットデバイスと；当該バスケットデバ
イスに設けられたシースであって、当該バスケットデバイスに対して長手方向にスライド
するように適合されたシースと；当該バスケットデバイス及び当該シースに接続された制
御部と、を備える物体収去ツールが提供される。当該制御部は、当該バスケット部分に物
体を閉じ込めるために、当該バスケットデバイスに対して当該シースを長手方向に動かす
ように構成される。
【０００６】
　別の態様によると、装置は、遠位端にレンズが設けられたシャフトを有する内視鏡と；
当該内視鏡のポートに接続された物体収去ツールと、を備える。当該物体収去ツールは、
バスケットデバイスと制御部とを備える。当該バスケットデバイスは、物体を捕らえるた
めのバスケット部分を備える。当該制御部は、物体を取り囲んだ当該バスケット部分を閉
じるように構成される。当該内視鏡及び当該制御部は、使用者が片手で同時に使用するよ
うに構成される。
【０００７】
　別の態様によると、方法は、物体収去ツールを内視鏡に接続するステップであって、当
該物体収去ツールの一部を当該内視鏡のポートへ挿入する工程を含むステップと；当該物
体収去ツールのシースを回転させることにより、当該バスケットデバイスに対して当該シ
ースを長手方向にスライドさせるステップと、を含む。
【０００８】
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　別の態様によると、方法は、シースをバスケットデバイスに対して長手方向にのみ動か
すために、当該シースを当該バスケットデバイスに接続するステップであって、当該バス
ケットデバイスの遠位端がバスケット部分を備えるステップと；当該バスケットデバイス
の近位端をブラケットに接続するステップと；当該ブラケットを保持部に接続するステッ
プであって、当該ブラケットは、当該保持部上での当該ブラケットの第１可動長さに沿っ
ての長手方向スライドに限定され、当該ブラケットは、当該第１可動長さの端部において
、当該保持部上で回転可能であり、当該保持部は、内視鏡のポートに接続されるように構
成されるステップと；当該シースをカムに接続するステップであって、当該カムは、当該
シース及び当該カムが互いに対して回転するとき、当該シースを長手方向に動かすように
構成されるステップと、を含む。
【０００９】
　前述の態様及びその他の特徴は、添付図面と関連付けて、以下の記載中で説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】例示的な一実施形態の斜視図である。
【図２】シースとバスケットデバイスとを備えるアセンブリの遠位端の側面図である。
【図３】図１に示すツールの制御部の側面図である。
【図４】図１に示すツールの近位端の部分斜視図である。
【図５】図４に示すツールの近位端の切取り断面が示された部分斜視図である。
【図６】使用者が上記の例示的な実施形態を片手でどのように保持及び使用することがで
きるかを図示する斜視図である。
【図７】使用者が上記の例示的な実施形態を片手でどのように保持及び使用し得るかを図
示する斜視図である。
【図８】使用者が上記の例示的な実施形態を片手でどのように保持及び使用し得るかを図
示する斜視図である。
【図９】使用者が上記の例示的な実施形態を片手でどのように保持及び使用し得るかを図
示する斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１を参照すると、例示的な一実施形態の特徴を取り込んだ装置１０及びツール３０の
斜視図が示されている。当該特徴は、図面に示された例示的な実施形態を参照して以下で
説明されるが、これらの特徴が実施形態の多数の代替的な形で具体化され得るということ
は理解すべきである。加えて、部品又は材料の大きさ、形状、又は種類については、任意
の適切なものを使用することができる。
【００１２】
　この例における装置１０は、患者の身体へ、例えば患者の尿道を通して、部分的に挿入
されるように構成された医療用内視鏡デバイスである。装置１０は一般に、制御セクショ
ン１２及びシャフト１４を備える。制御セクション１２の大きさ及び形状は、使用者が手
で握ることができるものとなっている。図示される例示的な実施形態では、制御セクショ
ン１２はコネクター１６を含む。コネクター１６は、光ファイバー用ライトポストである
。ライトポスト１６は、光源に接続することができる。本明細書に記載される各特徴は、
光ファイバー内視鏡又はデジタル内視鏡で機能するように構成され得る。当該装置は、制
御セクション１２の近位端１８に接眼レンズ（図６～９参照）を備えることができる。装
置１０は、ワーキングチャンネルポート２０及び偏向制御レバー２２を有する。しかしな
がら、代替的実施形態においては、適切な任意の種類の制御セクションが設けられてよい
。
【００１３】
　シャフト１４は、一般的なカンチレバーの形状で制御セクション１２から延在する。シ
ャフト１４の遠位端は、レンズ及び／又はカメラ等の対物ヘッドを形成する光学素子を備
えることができる。シャフト１４は、ワーキングチャンネルポート２０からのワーキング
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チャンネル２４を含む。ワーキングチャンネル２４により、流体、ツール、及び組織又は
結石（ｓｔｏｎｅｓ）がシャフト１４を通ることが可能になる。シャフト１４の遠位端は
、ワーキングチャンネル２４から外部への開口部を有する。シャフト１４は、例えば照明
用及び／又は可視化用の光ファイバー又は遠位側先端の光学素子への電線を含み得る。偏
向制御ワイヤが、偏向制御レバー２２とシャフト１４のアクティブ偏向部分２６のフレー
ムとの間でシャフトに設けられる。
【００１４】
　この例では、装置１０は、ワーキングチャンネルポート２０に取り付けられたＹ字型ア
ダプター３２を備える。当該Ｙ字型アダプターは、必要に応じて標準的なコネクター及び
追加機器を取り付けるためのものである。しかしながら、一代替例では、Ｙ字型アダプタ
ー３２が設けられなくてもよく、Ｙ字型アダプター３２が内視鏡１０と一体形成されても
よい。Ｙ字型アダプター３２を介して内視鏡１０のワーキングチャンネルポート２０に取
り付けられたデバイス又はツール３０が図示されている。この例では、ツール３０は、外
科医操作用バスケットデバイス（Ｓｕｒｇｅｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｂａｓｋｅｔ
　Ｄｅｖｉｃｅ：ＳＣＢＤ）である。ツール３０は、制御部３１及びアセンブリ３３を含
む。
【００１５】
　アセンブリ３３は一般に、バスケットデバイス５０及びシース５４を備える。図２も参
照すると、バスケットデバイス５０は、遠位端に位置するバスケット部分６２と、シース
５４を通ってツール３０の近位端まで延在するシャフト部分６４と、を備える。シース５
４は、バスケットデバイス５０に対して、前方位置と後方位置との間で長手方向に動かす
ことができる。図２は、バスケット部分６２がシース５４の先端開口部６６から出た状態
になるように、後方位置までバスケットデバイス５０に対して後方へ動かされたシース５
４を示す。バスケットデバイス５０に対してシース５４が前方位置にある場合、バスケッ
ト部分６２はシース５４内部に配置されている。即ち、バスケット部分６２は、シース５
４内部にフィットするように、シース５４によってより小さな形状に潰されている。
【００１６】
　図３～５も参照すると、制御部３１は一般に、保持部３４と、ブラケット３６と、カム
３８と、制御輪４０と、を備える。保持部３４は、制御部３１をワーキングチャンネルポ
ート２０（又は、この例ではＹ字型アダプター３２）に接続するように適合される。この
例では、保持部３４は、調節可能なグースネック型の柔軟な設計である。これにより、当
該ツールを使用する外科医の手の大きさに適合するように制御部３１を調節することが可
能である。ブラケット３６は、保持部３４に可動式に接続されている。ブラケット３６は
、前方部分４１と、後方部分４３と、湾曲したコネクター部分４２と、を備える。ブラケ
ット３６は、カム３８の両端に接続されている。特に、カム３８は、前方部分４１と後方
部分４３との間に接続される。カム３８は、軸６８の周りで自由に回転可能である。
【００１７】
　制御輪４０は、湾曲コネクター４２に装着され、コネクター４２上で軸回転可能である
。制御輪４０はカム３８と接触しており、外科医の手動による輪４０の回転をカム３８へ
伝達することができる。ブラケット３６の前方部分４１には、２つのスロット４４、４６
がある。スロット４４、４６は互いに交差しており、互いに直交している。スロット４４
は、回転軸６８に平行であり、これにより外科医は、矢印４８で示されているように、ブ
ラケット３６を保持部３４上で前方及び後方へ動かすことができるようになる。垂直スロ
ット４６があることにより、ブラケット３６を保持部３４上の前方位置まで動かした後、
外科手術中にブラケット３６を回転させることができるようになる。両スロット４４、４
６は、保持部３４の近位端に配置されたピン５１と連動する。
【００１８】
　アセンブリ３３のシース５４の円筒状近位端は、カム３８へ延在する。このシース５４
はピン５２を有する。ピン５２は、カム３８の螺旋状内面５６に配置される。シース５４
の円筒状近位端の内側は六角形にカットされている。図５に最も良く示されているように
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、バスケットデバイス５０のシャフト部分６４の近位端の外面は六角形である。シャフト
部分６４の近位端の六角形外面は、シース５４の近位端の内側の六角形カット内に嵌合す
るように配置される。この制約により、シース５４がバスケットデバイス５０に対して長
手方向に往復運動することができるようになるが、バスケットデバイス５０に対するシー
ス５４の軸回転は制限されるか又は妨げられる。バスケットデバイス５０の近位端は、キ
ャップ５８で固定され、ナット６０及びワッシャー６１でブラケット３６の後方部分４３
に係止される。六角形の開口部により、ブラケット３６の後方部分４３に対するバスケッ
トデバイス５０の軸回転が妨げられる。
【００１９】
　シース５４は、バスケットデバイス５０と共に組み立てられ、アセンブリ３３がカム３
８の背面開口部へ挿入される。シース５４はカム３８の機能的曲線５６に沿って曲がり、
最大遠位位置まで進む。バスケットデバイス５０は、シース５４内部に位置したままの状
態となる。組み立てられたキャップ５８並びにナット６０及びワッシャー６１により、バ
スケットデバイス５０の回転が妨げられ、バスケットデバイス５０は、ブラケット３６に
対して軸３０に沿って動かないように固定される。その後、バスケットデバイス５０及び
シース５４の近位端を内視鏡のワーキングチャンネルへ挿入することにより、組み立てら
れたツール３０が内視鏡ワーキングチャンネルポート２０（又は、この例ではＹ字型アダ
プター）に取り付けられ得る。
【００２０】
　アセンブリ３３の遠位端が、作業を行うのに適した位置に配置された後、ブラケット３
６は、ブラケット３６の遠位側リング４１上の長手方向スロット４４に沿って前方に動か
され得る。この運動に伴い、シース５４及びバスケットデバイス５０の両方が、ワーキン
グチャンネル内部から出て、シャフト１４の遠位端開口部を越えて前進することになる。
この配置ではツール３０が使用可能であり、使用者は、腎結石の破片を捕らえるために、
当該ツールを用いて（例えば片手だけでこれを使用して）作業することができる。使用者
は、例えば輪４０を回転させることによって、カム３８を回転させることができる。カム
３８の回転によりブラケット３６が回転し、スロット４６がピン５１に対して移動する。
シース５４のピン５２は螺旋状表面５６を移動する。これにより、シース５４は、バスケ
ットデバイス５０に対して長手方向後方にスライドすることになる。シースがバスケット
デバイス５０に対して相対的に長手方向後方へ動かされることにより、バスケット部分６
２がシース５４内部に位置している状態からカバーがなくなり、バスケット部分６２は勢
いよく図２に示される形状になる。その後、使用者は、バスケット部分６２を操作するこ
とにより、破片をバスケット部分６２の中に入れることができる。次いで、使用者は、カ
ム３８を逆回転方向に回転させることができる。これにより、ブラケット３６が逆方向に
回転し、スロット４６がピン５１に対して移動することになる。シース５４のピン５２は
螺旋状表面５６を移動する。これにより、シース５４は、バスケットデバイス５０に対し
て長手方向前方にスライドすることになる。このように、シース５４が前方にスライドす
ることにより、バスケット部分６２が部分的に閉鎖され、上記の破片がバスケット部分６
２内部に捕らわれることになる。その後、使用者は、アセンブリ３３を引き出し、アセン
ブリ３３から当該破片を取り除き、収去すべきすべての破片を収去するために上記の工程
を繰り返すことができる。カム３８を当該カム自体の軸の周りで回転させることにより、
バスケット部分６２を閉開するためにシース５４が長手方向に前後移動する。図６～９は
、使用者がどのようにして片手だけで内視鏡を保持し、当該ツールを使用することができ
るか、を示す斜視図である。輪を使用する場合もカムを直接使用する場合も示されている
。
【００２１】
　本明細書に記載されているような各特徴は、砕石術等での内視鏡、腎結石保持バスケッ
ト、捕捉器具、及び／又はクリップ式バスケットにおいて使用され得る。泌尿器科の砕石
術及び外科手術工程では、シースを通って延在するワイヤを操作することにより機能する
保持バスケット及び把持用鉗子又は生体検査用鉗子を使用する必要がある。既存の器具の
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大半は、スライド動作でデバイスを操作するハンドルに沿って動くスライダーと係止機構
とを有する。既存のデバイスは、操作中両手を使うように設計されている。この場合、外
科医は両手で内視鏡及びバスケット操作デバイスを保持しているため、追加的な操作（洗
浄、付属品の交換等）については、外科医はある程度医療助手又は看護師の助けを必要と
する。これは、最低でも２人の専門家がこの処置に関与しなければならないということを
意味する。腎結石の破片を「フィッシング」してこれを捕らえる工程では、バスケットが
閉じたときに当該破片が失われる場合が非常に多い。こうした事態は、バスケットは後退
し、シースは固定されているために生じる。
【００２２】
　上述の例示的な実施形態は、内視鏡及びバスケット制御デバイスを片手で操作するため
に使用され得る。外科医は、内視鏡及びバスケット制御デバイスの両方を片手だけで保持
することができる。他方の手は、追加的な操作、例えば付属品の交換及び調節、シリンジ
又は液体容器アダプターバルブを使用した洗浄等のために使うことができる。外科医は、
他の専門家のサポートなしに全手順を行うことができる。当該デバイスにより、開閉手順
において、バスケットを固定した状態でシースを動かせるようになる。この特徴により、
バスケットを閉じる工程の間に結石の破片を失ってしまう可能性が低くなる。
【００２３】
　上述の各特徴は、手動式の手術器具で使用することができ、とりわけ、内視鏡と共に使
用するための結石用バスケットの制御機構を有するデバイスであって、外科医が手術処置
中に片手を使うことができるようなデバイスについて使用することができる。このデバイ
スの人間工学的設計により、外科医がデバイス及び内視鏡を片手で操作することができる
ようになる。当該外科器具は、生体検査用鉗子及び把持用鉗子、又は保持バスケット用に
使用することができ、またレーザープローブ及びガイドワイヤ用に使用することができる
可能性もある。Ｙ字型アダプターからの追加ポートにより、このデバイスを内視鏡洗浄ポ
ートから取り外すことなく、洗浄及びガイドワイヤ又はレーザーを使用することが可能に
なる。加えて、当該デバイスにより、開閉手順において、バスケットを固定した状態でシ
ースを動かせるようになる。この特徴により、即ち、バスケットを長手方向に動かすので
はなくシースを長手方向に動かすことによりバスケットを閉じることにより、バスケット
を閉じる工程中に結石の破片が失われる可能性は低くなる。
【００２４】
　例示的な一実施形態では、物体収去ツール３０は、バスケット部分６２を備えるバスケ
ットデバイス５０と；当該バスケットデバイスに設けられたシース５４であって、当該バ
スケットデバイスに対して長手方向にスライドするように適合されたシース５４と；当該
バスケットデバイス及び当該シースに接続された制御部３１であって、バスケット部分６
２に物体を閉じ込めるために、バスケットデバイス５０に対してシース５４を長手方向に
動かすように構成された制御部３１と、を備え、当該制御部はカム部材３８を備え、カム
部材３８は、当該シース及び当該カム部材が互いに対して回転するとき、当該シースの一
部５２に対してカム作用を及ぼすように適合されたカム面５６を有する。
【００２５】
　当該制御部は、内視鏡のポートに着脱可能に接続されるように構成された保持部３４と
、当該保持部に可動式に接続されたブラケット３６と、を備えることができ、当該バスケ
ットデバイスの近位端は、動かないように当該ブラケットに接続されている。当該ブラケ
ットは、当該保持部上での当該ブラケットの第１可動長さに沿っての長手方向のスライド
動作に限定され得る。また、当該ブラケットは、当該第１可動長さの端部において、当該
保持部上で回転可能とすることができる。当該カム部材は、当該ブラケットに接続され得
る。当該ブラケットは、当該カム部材に対して軸回転するように構成される。当該シース
は、カム部材内部のカムスロットに配置される部分を備えることができる。当該ブラケッ
トは、当該カム部材前方の第１部分と、当該カム部材後方の第２部分と、当該第１部分及
び当該第２部分を互いに接続する接続部分と、当該接続部分に設けられた回転可能部材４
０と、を備えることができる。回転可能部材４０は、当該カム部材に接触しており、当該
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接続部分及び当該カム部材に接して回転するように構成される。
【００２６】
　例示的な一実施形態では、装置は、遠位端にレンズが設けられたシャフトを有する内視
鏡と；当該内視鏡のポートに接続された物体収去ツールと、を備えることができる。当該
物体収去ツールは、バスケットデバイスと制御部とを備え、当該バスケットデバイスは、
物体を捕らえるためのバスケット部分を備え、当該制御部は、物体を取り囲んだ当該バス
ケット部分を閉じるように構成され、当該内視鏡及び当該制御部は、使用者が片手で同時
に使用するように構成される。
【００２７】
　当該物体収去ツールは、当該バスケットデバイスに設けられたシースであって、当該バ
スケットデバイスに対して長手方向にスライドするように適合されたシースを備えること
ができる。当該制御部はカム部材を備え、当該カム部材は、当該シース及びカム部材が互
いに対して回転するとき、当該シースの一部に対してカム作用を及ぼすように適合された
カム面を有する。当該制御部は、内視鏡のポートに着脱可能に接続されるように構成され
た保持部と、当該保持部に可動式に接続されたブラケットと、を備えることができる。当
該バスケット部材の近位端は、動かないように当該ブラケットに接続され、当該ブラケッ
トは、当該保持部上での当該ブラケットの第１可動長さに沿っての長手方向スライドに限
定され、且つ、当該第１可動長さの端部において、当該保持部上で回転可能であり、当該
シースは、当該カム部材内部のカムスロットに配置される部分を備え、当該ブラケットは
、当該カム部材前方の第１部分と、当該カム部材後方の第２部分と、当該第１部分及び当
該第２部分を互いに接続する接続部分と、当該接続部分に設けられた回転可能部材と、を
備え、当該回転可能部材は、当該カム部材に接触しており、当該接続部分及び当該カム部
材に接して回転するように構成される。
【００２８】
　方法の一例は、物体収去ツールを内視鏡に接続するステップであって、当該物体収去ツ
ールの一部を当該内視鏡のポートへ挿入する工程を含むステップと；当該物体収去ツール
のシースを回転させることにより、当該バスケットデバイスに対して当該シースを長手方
向にスライドさせるステップと、を含むことができる。シースを回転させることにより、
当該バスケットデバイスに対して当該シースを長手方向にスライドさせる上記ステップは
、当該バスケットデバイスが当該シースに対して軸回転しないようにしながら、カム部材
と当該シースとを互いに対して回転させる工程を含むことができる。当該物体収去ツール
を当該内視鏡に接続する上記ステップは、当該物体収去ツールの保持部を当該ポートに接
続する工程と、当該ポートを通して当該シース及び当該バスケットデバイスを当該内視鏡
のシャフトへ挿入する工程と、を含むことができる。また、当該方法は、当該物体収去ツ
ールの制御部のブラケットを当該保持部上で長手方向前方にスライドすることにより、当
該シース及び当該バスケットデバイスの遠位端を動かして当該シャフトの遠位端から出す
ステップと、その後、当該ブラケットを軸回転させることにより、当該シースを当該バス
ケットデバイスと共に回転させ、且つ当該シースを当該バスケットデバイスに対して長手
方向にスライドさせるステップと、を更に含む。
【００２９】
　方法の一例は、シースをバスケットデバイスに対して長手方向にのみ動かすために、当
該シースを当該バスケットデバイスに接続するステップであって、当該バスケットデバイ
スの遠位端がバスケット部分を備えるステップと；当該バスケットデバイスの近位端をブ
ラケットに接続するステップと；当該ブラケットを保持部に接続するステップであって、
当該ブラケットは、当該保持部上での当該ブラケットの第１可動長さに沿っての長手方向
スライドに限定され、当該ブラケットは、当該第１可動長さの端部において、当該保持部
上で回転可能であり、当該保持部は、内視鏡のポートに接続されるように構成されるステ
ップと；当該シースをカムに接続するステップであって、当該カムは、当該シース及び当
該カムが互いに対して回転するとき、当該シースを長手方向に動かすように構成されるス
テップと、を含むことができる。当該方法は、使用者が片手で当該内視鏡を保持するのと
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同時に当該使用者が同じ手で当該ブラケットを軸回転できるように当該ブラケットが配置
されるように、当該保持部を当該内視鏡の当該ポートに接続するステップを更に含むこと
ができる。
【００３０】
　上述の各特徴は、回収バスケットと共に使用するものに限定されない。上述の各特徴は
、適切な任意の種類の内視鏡付属品を操作するために使用することができる。当該内視鏡
付属品は、例えば回収バスケット、レーザープローブ、電極、又はガイドワイヤであって
よい。
【００３１】
　別の例によると、装置１０は、遠位端にレンズが設けられたシャフトを有する内視鏡と
；当該内視鏡のポートに接続されたツールであって、制御部と当該制御部に接続された内
視鏡付属部分とを備えるツールと、を備えることができる。当該内視鏡付属部分は、当該
シャフトのワーキングチャンネルを通って、当該ポートから当該シャフトからの遠位端開
口部まで延在し、当該制御部は、当該内視鏡付属部分を動かして当該遠位端開口部から出
すように構成され、当該内視鏡及び当該制御部は、使用者が片手で同時に使用するように
構成される。当該ツールは、物体収去ツールとすることができる。当該内視鏡付属部分は
、物体を捕らえるのに適合されたバスケット部分を備えるバスケットデバイスを備え、当
該制御部は、当該物体を取り囲んだ当該バスケット部分を閉じるように構成される。
【００３２】
　前述の説明が単に解説のためのものに過ぎないことは理解すべきである。当業者により
、様々な代替例及び修正例が考案され得る。例えば、個々の従属請求項に記載された各特
徴は、適切な任意の組合せで、互いに組み合わされてよい。加えて、上述の相異なる実施
形態による各特徴が、新しい実施形態に選択的に組み合わされてよい。従って、上述の説
明は、添付の特許請求の範囲に含まれるこのような代替例、修正例、及び変形例をすべて
包含することが意図されている。
【符号の説明】
【００３３】
　　１０　装置
　　１２　制御セクション
　　１４　シャフト
　　１６　コネクター、ライトポスト
　　１８　制御セクションの近位端
　　２０　ワーキングチャンネルポート
　　２２　偏向制御レバー
　　２４　ワーキングチャンネル
　　２６　アクティブ偏向部分
　　３０　物体収去ツール
　　３１　制御部
　　３２　Ｙ字型アダプター
　　３３　アセンブリ
　　３４　保持部
　　３６　ブラケット
　　３８　カム部材
　　４０　制御輪
　　４１　前方部分
　　４２　コネクター部分
　　４３　後方部分
　　４４、４６　スロット
　　５０　バスケットデバイス
　　５１、５２　ピン
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　　５４　シース
　　５６　螺旋状内面
　　５８　キャップ
　　６０　ナット
　　６１　ワッシャー
　　６２　バスケット部分
　　６４　シャフト部分
　　６６　先端開口部
　　６８　軸

【図１】 【図２】
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摘要(译)

一种篮子装置,包括篮子部分;设置在篮子装置上的护套,该护套适于相对
于篮子装置纵向滑动;控制装置,其连接到篮子装置和护套 还有一个包括
一部分的对象收集工具。 控制器被配置为相对于篮装置纵向地移动护套
以将物体捕获在篮部分中。
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